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 機械器具６０ 歯科用エンジン 

 一般医療機器  歯科技工用トリマ JMDN 70741000  

モデルトリーマーY－２３０ N

 

【警告】 

①亀裂や破損した砥石は絶対に使用しないこと。 

②手袋を着用して作業をしないこと。 

*③砥石が止まるまで、切削物を押し付けないでください。モーターが

焼損する恐れがあります。 

 

【形状・構造及び原理等】 

1) 製品外観図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 電気的定格 

①電源電圧       ：AC１００V 

②周波数          ：５０／６０Hz 

③電流             ：５．６A（５０Hz）、 ４．８A（６０Hz） 

④モーター出力  ：２００Ｗ 

3) 回転速度       ：１４４０ｒｐｍ（５０Hz）、 １７３０ｒｐｍ（６０Hz） 

4)  砥石            ：直径２３０ｍｍ、厚さ６ｍｍ  

 

【使用目的又は効果】 

  本製品は、歯科技工において石膏模型を切削する機器です。 

  

【使用方法等】 

詳細については、取扱説明書の４．使用方法の項をご参照ください。 

1) 本機のスイッチをＯＮにしてください。砥石が回転します。 

2) 作業台の上に石膏を置き、削ってください。作業台の角度は４段階に 

調整できます。 

 

【使用上の注意】 

詳細については，取扱説明書をご使用前に必ずお読みください。   

医用電気機器の使用上(安全及び危険防止)の注意事項をお読みください。 

1) 砥石は、専用（ヨシダ純正）のものをご使用ください。 

2) 金属類は、絶対に削らないでください。 

 

 

医用電気機器の使用上(安全及び危険防止)の注意事項 

１．熟練した者以外は機器を使用しないこと。 

２．機器を設置するときには、次の事項に注意すること。 

  (1) 水のかからない場所に設置すること。 

  (2) 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ 

空気などにより悪影響の生ずる恐れのない場所に設置すること。 

  (3) 傾斜、振動、衝撃、(運搬時を含む) など安定状態に注意すること。 

  (4) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に設置しないこと。 

  (5) 電源の周波数と電圧及び許容電流値(又は消費電力)に注意すること。 

  (6) 電池電源の状態(放電状態、極性など)を確認すること。 

  (7) アースを正しく接続すること。 

３．機器を使用する前には次の事項に注意すること。 

   (1) スイッチの接触状況、極性、ダイアル設定、メーター類などの点検を行 

い、機器が正確に作動することを確認すること。 

 (2) アースが完全に接続されていることを確認すること。 

(3) すべてのコードの接続が正確でかつ完全であることを確認すること。 

(4) 機器の併用は正確な診断を誤らせたり、危険をおこすおそれがある 

ので十分注意すること。 

(5) 患者に直接接続する外部回路を再点検すること。 

  (6) 電池電源を確認すること。 

４．機器の使用中は次の事項に注意すること。 

  (1) 診断、治療に必要な時間・量をこえないように注意すること。 

(2) 機器全般及び患者に異常のないことを絶えず監視すること。 

 (3) 機器及び患者に異常が発見された場合には、患者に安全な状態で 

機器の作動を止めるなど適切な措置を講ずること。 

 (4) 機器に患者がふれることのないよう注意すること。 

５．機器の使用後は次の事項に注意すること。 

 (1) 定められた手順により操作スイッチ、ダイアルなどを使用前の状態 

に戻したのちに電源を切ること。 

   (2) コード類のとりはずしに際しては、コードを持って引き抜くなど無理 

な力をかけないこと。 

(3) 保管場所については、次の事項に注意すること。 

Ⅰ．水のかからない場所に保管すること。 

Ⅱ．気圧，温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分を含んだ 

      空気などにより悪影響の生ずるおそれのない場所に保管すること 

Ⅲ．傾斜，振動，衝撃（運搬時を含む）など安定状態に注意すること。 

Ⅳ．化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。 

(4) 付属品、コード、導子などは清浄したのち、整理してまとめておくこと。 

(5) 機器は次回の使用に支障のないよう必ず清浄しておくこと。 

６．故障したときは勝手にいじらず適切な表示を行い、修理は専門家にまか 

せること。 

７．機器は改造しないこと 

８．保守点検 

(1) 機器及び部品は必ず定期点検を行なうこと。 

(2) しばらく使用しなかった機器を再使用するときには、使用前に必ず機 

器が正常にかつ安全に作動することを確認すること。 

 

給水ホ－ス

排水ホ－ス 電源コ －ド

角度調整ノ ブ

作業台

ト レ－

ヒ ュ －ズホルダ－

スイ ッ チ
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【保管方法及び有効期間等】 

   1) 保管方法 

①水のかからない場所に保管すること。 

②気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ 

空気などにより悪影響の生ずるおそれのない場所に保管すること。 

③傾斜，振動，衝撃（運搬時を含む）などに対する安定状態に注意すること。 

④化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。 

2) 耐用期間  

製造日から正規の保守点検を行った場合に限り１０年間とする。 

[自己認証（当社データ）による] 

 

【保守・点検に係る事項】 

詳細については，取扱説明書の５.保守点検の項をご使用前に必ずお読み下

さい。 

1) 機器及び部品は必ず定期点検を行うこと。 

2) 暫く使用しなかった機器を再使用する時には，使用前に必ず装置が正常 

且つ，安全に作動することを確認すること。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売業者 

株式会社 吉田製作所 

ＴＥＬ：０３－３６３１－２１９１（代表） 

ＦＡＸ：０３－３６３３－９４２７ 

お問い合わせ先 

ＴＥＬ：０６－６７８３－２７５５（大阪工場） 

ＦＡＸ：０６－６７８３－２７５９（大阪工場） 

ＴＥＬ：０３－３６３５－１６８６（ＣＳ部） 

ＦＡＸ：０３－３６３５－８９３７（ＣＳ部） 

販売業者 

株式会社 ヨシダ 

住所：〒１１０－８５０７  東京都台東区上野７－６－９ 

ＴＥＬ：０３－３８４５－２９３１（器材部）        

ＦＡＸ：０３－３８４１－８２０４（器材部）  

                               文書番号 ＶＶ添１７－００１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


